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（２）別表（１～４） 

（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

（１）地域の災害リスク 
（風水害：大野城市地域防災計画、大野城市ハザードマップ） 

    本市で想定される風水害としては、御笠川の外水氾濫（溢水、堤防の決壊による河川か

らの流入水による洪水氾濫）、内水氾濫（河川の水位が上昇し、市街地や農地等で河川へ

の排水が困難になって生じる湛水）が想定される。当市のハザードマップによると、当会

が立地する市街地地域において、0.5ｍを超える浸水が予想されているほか、市内の四つ

の商店会（錦町、白木原、下大利、南ヶ丘）では最大で３ｍの浸水が予想されている。 

また、第２次産業の多くが立地する北地区において、最大で５ｍの浸水被害が予想されて

いる。 

 

  （土砂災害：大野城市地域防災計画、大野城市ハザードマップ） 

    本市で想定される土砂災害としては、集中豪雨に伴う土石流や急傾斜地の崩落等が想

定される。当市のハザードマップによると、南地区の平野台、牛頸、東地区の中、乙金東、

中央地区の下大利等は、土石流や急傾斜地の崩壊等、土砂災害の恐れがあるエリアとなっ

ており、第２次産業、第３次産業の一部が事業を営んでいる。 

 

  （地震：大野城市地域防災計画、大野城市ハザードマップ） 

    本市は警固断層帯を含んでおり、警固断層帯南東部については、平成17年の福岡県西方

沖地震の発生に伴い切迫性が高まっていると考えられる。警固断層帯南東部では、地震が

今後30年以内に発生する確率は0.3～6％、想定される地震の規模はマグニチュード7.2程

度と言われており、北地区、東地区では震度６強の揺れが想定されている。 

 

（近年の災害履歴） 

    本市に被害をもたらした自然災害について、近年の概況を以下に記す。 

    ・福岡県西方沖地震災害（平成17年３月） 

     博多湾沖を震源とする福岡県西方沖地震（マグニチュード7.0、震度6弱）が発生。 

     本市では震度５弱を記録し、４月には震度５弱の余震が発生。軽症者の人的被害に 

加え、屋根瓦や壁面の一部損壊等が発生した。 

    ・平成21年中国・九州北部豪雨災害（平成21年７月） 

     ７月24日の降り始めから26日までの３日間で587mmを記録。九州自動車道での土砂 

崩れによる死者２名の人的被害に加え、市内各所では、民家の床上・床下浸水、事業 

所の浸水、道路の冠水・損壊、山間部等の土砂崩れ等が発生した。 

    ・平成30年７月豪雨災害（平成30年７月） 

     ７月５日の降り始めから７日までの３日間で460mmを記録。民家の床上浸水、土砂 

流出、水路溢水、市内２箇所でのがけ崩れ等が発生した。  
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（２）商工業者の状況 
   ・商工業者等数   ３，０１５人 

   ・小規模事業者数  ２，５２２人 

 【内訳】 

   
 

（３）これまでの取組 
 １）当市の取組 

  ・大野城市地域防災計画の策定、防災訓練の実施 

  ・大野城市総合防災マップ（ハザードマップ）の作成 

  ・出前講座「防災のススメ」による啓発 

  ・防災備品の備蓄 

  ・大野城市中小企業災害融資に対する保証料及び利子補助 

 

 ２）当会の取組 

  ・事業継続力強化支援に関する国の施策の周知 

  ・リスクに備える共済制度の取扱い及び周知 

  ・事業継続力強化計画策定セミナーの開催 

  ・大野城市が実施する防災訓練の周知 

  ・当会独自の防災訓練の開催（年１回） 

・被災中小企業に対する融資及び斡旋 
 

 

Ⅱ 課題 
   大野城市地域防災計画には、当会は、関係団体のひとつとして、被害状況調査、応急対策 

  の協力、当会加入事業者等との連絡調整等を担うこととなっているが、当会内で災害応急対 

策を実施する体制や要領が整備されていない。 

   また、緊急時の対応を推進する人材も十分とは言えない状況である。 

   

 
 

Ⅲ 目標 
  ・地区内小規模事業者に対し災害リスクを認識させ、事前対策の必要性を周知する。 

  ・発災時における連絡体制を円滑に行うため、当会と当市との間における被害情報共有ルー

トを構築する。 

  ・発災後速やかな復興支援策が行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体制を

平時から構築する。 

 ・地区内小規模事業者に対し事業継続力強化計画等策定セミナーを実施する事で発災時に策

定した計画が活用できる体制を構築する。 

※ その他 

  ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 

 

業種 商工業者数 
小規模 

事業者数 
備考（事業所の立地状況等） 

商工 

業者 

商業 629 526 市内に広く分布している 

工業 819 685 御笠川沿いの仲畑地区が多い 

飲食・サービス業 1,567 1,311 市内に広く分布している 
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事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和２年４月１日～令和７年３月３１日） 
 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 
   ・当会と当市の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

  ＜１．事前の対策＞ 

「大野城市地域防災計画」と、本計画との整合性を整理し、発災時に混乱なく応急 

対策等に取り組めるようにする。 

    １）小規模事業者に対する災害リスクの周知 

      ・巡回経営指導時に、ハザードマップ等を用いながら、事業所立地場所の自然災害

等のリスク及びその影響を軽減するための取組や対策（事業休業への備え、水災

補償等の損害保険・共済加入等）について説明する。 

      ・会報や市広報、ホームページ等において、国の政策の紹介やリスク対策の必要性、

損害保険の概要等の情報提供を行う。 

      ・事業継続の取組に関する専門家を招き、小規模事業者に対する事業継続力強化計

画等策定についてのセミナーを開催する。 

      ・小規模事業者に対して専門家とともに事業継続力強化計画等の策定を支援する。 
 

    ２）商工会、商工会議所自身の事業継続計画の作成 
      ・令和２年度に作成する。 
 

    ３）関係団体等との連携 
     ①小規模事業者に対する災害リスクの周知 

・福岡県火災共済協同組合に巡回同行してもらい災害リスク診断を行う。 

・あいおいニッセイ同和損保と連携し、ハザードマップＷＥＢアプリによる災害リスク 

の周知および診断を行い、災害保険見直しのサポートを行う。 

②事業継続力強化計画等セミナーの開催 

・あいおいニッセイ同和損保と連携し、講師として専門家を派遣してもらい事業継続力 

強化計画等セミナー開催や共済制度の説明を行う。 

 

    ４）フォローアップ 
      ・小規模事業者の事業継続力強化計画等の取組状況を確認する。 
    

    ５）当該計画に係る訓練の実施 

      ・災害リスクに応じた連絡ルートの確認等を行う（訓練は必要に応じて実施する）。 
 

  ＜２．発災後の対策＞ 

    自然災害等による発災時には、当会職員の生命・身体の安全確保を最優先としたうえ

で、被災した小規模事業者に対し速やかに復興支援が行えるよう、下記により地区内の 

被害状況を把握するとともに、関係機関へ連絡する。 

    １）応急対策の実施可否の確認 
      ・大野城市災害対策本部発足後3時間以内に、当会は、当市に対し、当会職員の 

安否報告を行う。 

      （ＳＮＳ等を利用した安否確認や業務従事の可否、大まかな被害状況（家屋被害や

道路状況等）等を当会と当市で共有する。） 
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    ２）応急対策の方針決定 
      ・当会と当市との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決める。 

       （豪雨における例） 職員自身の目視で命の危険を感じる降雨状況の場合は、出

勤をせず、職員自身がまず安全確保をし、警報解除後に出勤する。 

      ・職員全員が被災する等により応急対策ができない場合の役割分担を決める。 

      ・大まかな被害状況を確認し、3日以内に情報共有する。 

 

      （被害規模の目安は以下を想定） 

大規模な被害がある 

・地区内１０％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れる」等、比

較的軽微な被害が発生している。 

・地区内１％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」等、大き

な被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、もしくは、交通網が遮断さ

れており、確認ができない。 

被害がある 

・地区内１％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れる」等、比較

的軽微な被害が発生している。 

・地区内0.1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」等、大

きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない。 

      ※なお、連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 

 

 

      ・本計画により、当会と当市は以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災後～１週間 １日に3回共有する ※被害状況により必要に応じての連絡 

２週間～３週間 １日に2回共有する ※被害状況により必要に応じての連絡 

４週間～２ヶ月 １日に１回共有する ※被害状況により必要に応じての連絡 

２ヶ月以降 ２日に１回共有する ※被害状況により必要に応じての連絡 

 

 

  ＜３．発災時における連絡体制＞ 

   ・自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告を円滑に行うこと

ができる仕組みを構築する。 

   ・二次被害を防止するため、被災地域での活動内容について決める。 

   ・当会と当市は被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）の算定方法に

ついて、あらかじめ確認しておく。 

   ・当会と当市が共有した情報を、下記の県が指定する方法にて当会又は当市より県の商工

担当部署へ報告する。 

   ・当会は原則、商工会災害対応システムに被害状況を入力することで、大野城市の商工担

当部署へ情報共有し、県の商工担当部署へ報告する。 

   ・商工会災害対応システムが利用できない場合は、メールまたは FAX等により情報共有又

は報告を行う。 

   ・報告時間について、当会は原則、発災翌日の12:00と15:00、2日目の12:00、3日目の12:00

とし、発災時、県から指示があった場合は、その指示によるものとする。当市は県から

の指示により報告する。 
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   ①システム利用可能時 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※データ入力は、災害に応じて変更になる場合がある。 

 

 

   ②システム不具合発生時 

    ・下図の流れで情報共有又は報告を行う。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ♦災害に応じて対応が変更となる 

           

・また、当会は被害状況を９．様式集に規定する様式Ⅰに記載し、県の商工担当部署へ 

報告する。 
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 ＜４．応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

   ・相談窓口の開設方法について、大野城市と相談する。 

   ・地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。 

   ・応急時に有効な被災事業者施策（国や都道府県、市町村等の施策）について、地区内 

小規模事業者等へ周知する。 

 

 

  ＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

   ・復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し融資の斡旋等の支援を行う。 

   ・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援

派遣等を県等に相談する。 

 

 

※ その他 

  ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 
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（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和元年１２月現在） 

 

（１）実施体制  

 

 

 

 

 

 
状況報告            

                           確認             
 

 

 

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規

定する経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 
①当該経営指導員の氏名、連絡先 

   経営指導員 野口 博史（連絡先は後述（３）①参照） 
 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

   ※以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う 

   ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

   ・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 
 

 

（３）商工会・関係市町村連絡先 
①大野城市商工会 

   〒816-0932 福岡県大野城市瓦田2-6-12 

   TEL： 092-581-3412 /  FAX：092-581-3703 

   E-mail：oonojo@shokokai.ne.jp 
 

②大野城市役所 地域創造部 ふるさとにぎわい課 

   〒816-8510 福岡県大野城市曙町二丁目２番１号 

   TEL： 092-580-1894  /  FAX：092-573-7791 

   E-mail：sangyo@city.onojo.fukuoka.jp  
 

※ その他 

  ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 

   

 

大野城市商工会 

会長・事務局長 

大野城市商工会（本部） 

法定経営指導員・課長・指導員・支援員 

大野城市 

ふるさとにぎわい課 

大野城市 

危機管理課 

大野城市 

危機管理部長 

大野城市 

地域創造部長 

大野城市災害対策本部 

連携 

連携 
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 (別紙３) 

事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                       （単位 千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要な資金の額 150 150 150 150 150 

 

・専門家派遣費 

・セミナー開催費 

・パンフ、チラシ作製費 

・備品、備蓄品購入費 

50 

50 

30 

20 

50 

50 

30 

20 

50 

50 

30 

20 

50 

50 

30 

20 

50 

50 

30 

20 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費収入、大野城市補助金、福岡県補助金、事業収入 等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して事業

継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 ・福岡県火災共済協同組合  
理事長 城戸 津紀雄 

所在地 福岡市博多区吉塚本町 9番 15号 福岡県中小企業振興センタービル 8Ｆ 

電話番号 ０９２－６２２－８０７１ 

・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 福岡支店 

 支店長 横山 和弘 

  所在地 福岡市博多区住吉２－９－２ 

  電話番号 ０９２－２８２－６５３４ 

連携して実施する事業の内容 

事前の対策 

① 小規模事業者に対する災害リスクの周知 

・福岡県火災共済協同組合に巡回同行してもらい災害リスク診断を行う。 

・あいおいニッセイ同和損保と連携し、ハザードマップＷＥＢアプリによる災害リスクの周知およ 

び診断を行い、災害保険見直しのサポートを行う。 

②事業継続力強化計画等セミナーの開催 

・あいおいニッセイ同和損保と連携し、講師として専門家を派遣してもらい事業継続力強化計画等 

セミナー開催や共済制度の説明を行う。 

連携して事業を実施する者の役割 

① 福岡県火災共済協同組合が巡回同行して災害リスク診断したり、あいおいニッセイ同和損保のハ

ザードマップ WEBアプリによる災害リスク診断による災害保険見直しサポートを行うことで、小

規模事業者の災害時における金銭的なリスク軽減や、安心した事業体制および早期事業再開への

効果が見込まれる。 

② あいおいニッセイ同和損保による事業継続力強化計画等セミナーを開催し、小規模事業者が事業

継続力強化計画等を策定することで、リスク軽減策を検討する機会と同時に、取組み可能な備え

を認識していただくことで小規模事業者の基盤統制を確立する効果が見込まれる。 

連携体制図等 

①小規模事業者に対する災害リスクの周知・リスク診断 

 

 

 

 

 

 

②事業継続力強化計画等セミナーの開催 

 

小規模事業者 

アプリ提供 

保険見直しサポート 

小規模事業者 

商工会 

セミナー 

案内・開催 

共済制度の説明 

事業継続力強化計画等策定支援 

セミナー講師 

巡回同行・リスク診断 

災害リスクの周知・説明 

保険の見直しサポート 

 商工会 


